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工 事 監 査 結 果 報 告 書 
 
  地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査（工事監査）を執行したので、 
 
その結果を同条第９項の規定により次のとおり報告します。 
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定期監査（工事監査）結果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太 田 市 監 査 委 員 



１ 監査の種類 
  地方自治法第１９９条第４項による監査 
 
２ 監査の期間 
  平成２２年１０月２２日から平成２３年１月２５日まで 
 
３ 監査対象の概要 
  工事の名称  ①太田市立南小学校屋内運動場増改築建築工事 
         ②太田市立南小学校屋内運動場増改築機械設備工事 
         ③太田市立南小学校屋内運動場増改築電気設備工事 
    

工 事 場 所  太田市高林東町１３７２番 地内 
 
工 期 及 び       

 請 負 金 額    ①太田市立南小学校屋内運動場増改築建築工事 
       平成２２年３月１日～平成２３年２月２８日 
       １８０，６００，０００円 
       ②太田市立南小学校屋内運動場増改築機械設備工事 
       平成２２年３月２５日～平成２３年２月２８日 
        １０，４１６，０００円 
       ③太田市立南小学校屋内運動場増改築電気設備工事 
       平成２２年３月２５日～平成２３年２月２８日 
        ２０，１６０，０００円 

４ 監査方法 
  本市の工事の執行に関し、業務の適正化、円滑化を図るとともに工事の設計、施 

工及び監督業務等の総合的な技術面の向上を図るため、契約・設計・施工・検査及 
び工事監理について、関係資料をもとに工事担当職員の説明を聴取するとともに現 
地を実査した。 

  また、工事の技術的な指導、助言については、技術面での知識経験を有する「Ｎ 
ＰＯ法人地域と行政を支える技術フォーラム」と委託契約を行い、調査協力を得て、 
その調査結果を参考に予算の効率的、合理的かつ合法的な執行がなされているかを 
監査した。 

 
５ 監査の結果 
  監査対象工事となった「太田市立南小学校屋内運動場増改築建築工事」他２件の 

工事は、「太田市公立学校施設耐震化計画」で、主要な耐震化を平成２３年度まで 
の３ヵ年完成を目標としている計画により実施されている。この計画は、中国の四 
川大地震が発生したことを受けて、急遽５ヵ年計画として策定されたものである。 



 南小学校屋内運動場は平成１９年度に耐力度調査を実施し、平成２１年度に工事 
発注されている。その結果、文部科学省の補助金と総務省の交付金で約６０％程度 
の補助を得ることが出来たことは、適切な対応と判断する。 
 この５ヵ年で実施する耐震化計画のうち、どの学校を優先的に対策するかという 
順位は、建設年度が古いもの、屋内運動場の面積が 800 ㎡以下のもの、耐力度調査 
の評価点が5,000点以下のもの、耐震診断の結果等々を参考に決定するとしている。 

これらは市のホームページに明示されているが、優先順位を決める判断基準が明 
示されておらず、今後は文書等で明確にする必要がある。なお、５ヵ年計画は適宜 
見直しされており、適正な計画になっていると判断する。 
 以上から、今回の南小学校の屋内運動場の増改築工事は、適切な計画の下で実施 
されたと判断する。 
 屋内運動場計画時には、①増改築は同じ場所で改築する。②後のメンテナンスを 
考慮して雨樋をなくす。③緊急時の避難場所として活用する。④地元住民への屋内 
運動場として開放する。となっていた。対応として①については、工事期間中の代 
替施設として、校舎の多目的ホールを活用した、②については、対応策を設計に取 
り入れた、③については、更衣室やシャワー室を設置した、④については、ミーテ 
ィングルームを設備する等対応した。避難所として特別な避難設備等は設置せず、 
隣接公共施設と相互活用により緊急時対応することとするなどの配慮が見られた。 
 地業工事において、過去の調査データ活用の他、新たに建物敷地内で１ヵ所のボ 
ーリング調査を実施し、支持層の確認後、杭長を決めているが妥当な判断である。 
杭の種類としては、コスト面から鋼管杭を採用しているが、耐震設計上の要請から 
商品名を図面に記載している。設計上の理由により特定品を指定することは理解で 
きるが、市の公的な設計図書としては、一般名称で記載することが望ましい。 
 機械設備及び電気設備においては、屋内運動場のトイレに設置する便器等を他施 
設の解体に伴う再利用品を活用する計画になっている。また、設備関係資材では環 
境面からの対応としてエコ電線を使用しているほか、アリーナの照明としてＬＥＤ 
照明の導入も検討されている。屋内運動場におけるスポーツ時照明としての採用実 
績やコスト面から、今回は不採用となっているが随所に比較検討の跡が見られた。 
 契約については、建築本体工事が設計額 1.5 億円以上(議決案件)であり、入札は 
総合評価落札方式で実施された。機械設備工事及び電気設備工事は、条件付一般競 
争入札で実施された。入札における業者選定等も公平公正な事務手続きがされてお 
り、いずれの契約とも太田市契約規則に則り、適切に実施されていた。 
 今回の工事は、国庫補助金の申請関係から平成２１年度に発注したために、工期 
の変更が行われている。しかし、内容的には設計変更は行われていない。 
 工事監理については、耐震化推進室、学校、設計事務所と施工会社の６者が参加 
する定例会議を実施し、耐震化推進室と設計事務所の共同管理方式で行っている。 
施工管理については、耐震化推進室と設計事務所及び各工事会社により、工程管理・ 
品質管理・安全管理・近隣地域への環境対策を含め実施されており、いずれも適切 



に管理が行われていると判断する。工事は、現在まで順調に進んでおり、今後とも 
工事完成に向けて、無事故、無災害で完成されることを期待する。 
 以上、調査した結果として、特に指摘すべき事項はない。５ヵ年で実施する「太

田市公立学校施設耐震化計画」を策定し、国庫補助金や交付金の活用を図り、対象

となる６４棟の早期改修に努めていることは評価に値する。また、建設業の許可

票・施工体系図等の現場掲示物において、元請負業者だけでなく下請負業者のもの

までを掲示したことは、工事現場内外の安全管理、市民への情報提供と工事に対す

る理解度向上、業者の指導・育成面からも効果的であり良好である。 
今後も「太田市公立学校施設耐震化計画」により、公立学校施設の耐震化改修が

推進され、次世代を担う子ども達に安心・安全・快適な学習環境が提供されること

を期待するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


